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水生生物の保全に係る環境基準に関する施策の重要事項について

平成１６年８月２７日

水 環 境 部 会 決 定

平成１５年９月１２日付け中環審第１４６号の中央環境審議会答申「水生生物の保

全に係る水質環境基準の設定について（答申 」において、引き続き当部会に小委員）

会を設け、審議することとしていた、環境基準の運用、環境管理等の水生生物の保全

に係る施策の重要事項については、別添のとおりとする。
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水生生物の保全に係る環境基準に関する施策の重要事項について 

（中央環境審議会水環境部会水生生物保全小委員会報告） 

 

１ はじめに 

 

 水生生物の保全に係る水質環境基準については、平成１５年９月１２

日の中央環境審議会答申（以下「答申」という。）を踏まえ、同年１１

月５日付け環境省告示により、全亜鉛について環境基準の設定がなされ

たところである。本答申では、「水生生物の保全に係る水質環境基準の

設定が我が国では初めてであることに鑑み、環境基準の設定に伴い今後

推進されるべき施策を効果的なものにするため、引き続き同部会に小委

員会を設け、環境基準の運用、環境管理等水生生物の保全に係る施策の

重要事項について審議すること」とされており、これを受けて、水環境

部会に水生生物保全小委員会が設置された。本小委員会では、水生生物

の保全に係る施策の重要事項について、答申の趣旨、諸外国の動向、従

来の施策及び実フィールドの状況等を踏まえ、平成１５年１２月以降こ

れまで計５回にわたって調査審議を行い、今般、その審議結果を取りま

とめたので、部会に報告するものである。 

 

２ 報告の取りまとめに当たって 

 

本小委員会に委ねられた任務は、水生生物の保全に係る水質環境基準

の運用に際して、その位置付け及び性格を十分に踏まえて、水生生物保

全に係る施策の重要事項について審議することであり、とりわけ水域類

型のあてはめや環境管理施策の基本的方向や留意事項等を取りまとめ、

環境省における具体的な検討作業に引き継ぐことである。 

本小委員会においては、以上のような認識の下に、次のような環境基

準の位置付け及び性格を踏まえ、審議を行うこととした。 

・ 水生生物の保全に係る水質環境基準は、環境基本法上の環境基準（生

活環境項目）として設定されたものであり、本環境基準を水生生物

別 添 
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保全の目標として、その維持達成に努めるべきものである。 

・ 基準値は、水質による水生生物への影響を未然に防止する観点から

維持することが望ましい水準として設定されたものであり、基準値

を超える水域であっても、直ちに水生生物にある程度以上の影響を

及ぼすといった性格を持つものではない。 

また、審議に当たっては、環境基準の運用については、環境基準の類

型あてはめの姿をより具体化すること、環境管理については、環境基準

の性格を踏まえた上でどのような環境管理施策をとることが適当かを

明らかにすることとし、併せて、水環境中の汚染物質の水生生物への影

響に関するフィールド調査研究のデータをどう取り扱うべきかについ

ても議論を行ったところである。 

その議論を踏まえ、水生生物の保全に係る施策の重要事項として、以

下について本小委員会の見解を取りまとめたものである。 

・ 類型あてはめの基本的考え方及び留意事項 

・ 水生生物保全のための環境管理施策の在り方 

・ 環境基準に関連する継続的な調査研究の推進 

 

３ 類型あてはめの基本的考え方及び留意事項 

 

環境基準の類型あてはめが必要な水域の基本的な考え方について

は、答申で既に示されたところである。すなわち、水産を利水目的と

している水域のみに限定せず、水生生物の保全を図る必要がある水域

のすべてについてあてはめを行うことが適当である。また、水生生物

が全く生息していなかったり生息に必要な流量や水深等が確保され

ない水域ではその要因を検討するものとし、一義的にあてはめを検討

する必要はないが、その要因の解決等により生息が可能となった場合

にはあてはめを行うことが必要である。なお、こういった水域におい

ては、水域の関係者により、実現可能性を踏まえつつ、流量や水深等

の基礎的な生息環境の確保の努力が積極的になされるべきである。 

具体的な類型あてはめに当たっては、答申を踏まえるとともに、特
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に、①既存の生活環境項目との関係、②自然的原因の取扱いについて

留意すべきである。 

 

（１）既存の生活環境項目との関係について 

類型あてはめを効果的・効率的に進める上で、既存の生活環境項目

の類型あてはめの内容を最大限活用すべきである。 

この場合、既存の生活環境項目で水産を利水目的としない類型があ

てはめられている水域については、溶存酸素濃度が常に低いレベルで

推移するなど、水生生物の生息の確保が難しい水質汚濁の状況になっ

ている場合も想定され、その意味では、あてはめの優先度は低くなる

ものと考えられる。 

ただし、水産を利水目的としない類型のあてはめは、水生生物の保

全を図る必要がないことを意味するものではないことから、水生生物

の生息状況、水質汚濁の状況、将来の利用目的等を踏まえた上で、水

生生物の保全を図る必要がある水域であると判断される場合には、水

域類型のあてはめを行う必要がある。 

 

（２）自然的原因の取扱いについて 

水質汚濁の原因に自然的原因（鉱床地帯における岩石等からの溶出、

海水の混入等）が含まれる場合には、水域類型のあてはめに当たって

は、これまでの環境基準の運用に準じ、個々の水域の事情を十分に考

慮することが適当である。 

具体的には、これまでの運用例を踏まえれば、自然的原因が環境基

準超過の原因とされる場合には、超過する項目の環境基準としての適

用を除外する方法、自然的原因に加え人為起源の発生源も原因として

考えられる場合には、その程度に応じて環境基準達成の評価に当たっ

て自然的原因が含まれていることを配慮する方法等により個々の水

域毎の事情に応じて運用することが適当である。 
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４ 水生生物保全のための環境管理施策の在り方 

 

 環境管理施策の在り方については、答申で示されているように、環境

基準の設定の結果、現況の公共用水域において環境基準の維持・達成を

図るための措置が必要な場合には、水質汚濁防止法に基づく排水基準の

設定等、汚染要因や対象項目の特性に応じた様々な環境基準の維持・達

成に必要な環境管理施策を適切に講じることを基本とすべきである。 

 今回設定された水生生物保全に係る全亜鉛の環境基準については、自

然的原因によると考えられる超過事例も存在するが、都市部等において

工場・事業場等からの人為的原因によると考えられる超過事例がみられ

る。また、全亜鉛を含む排水の排出源の業種も多岐にわたっている。 

 このような状況から、全亜鉛に係る環境管理施策については、水質汚

濁防止法に基づく排水基準の設定等の施策を講じることが適当である。 

 その際、これまで講じられてきた排水規制の考え方を踏まえ、全亜鉛

に係る排水規制についても、全公共用水域・全特定事業場を対象とする

一律排水基準として設定することが適当である。 

 また、全亜鉛の環境基準が生活環境項目として設定されたことを踏ま

えると、一律排水基準は最低限の許容濃度を設定するという従来の基本

的考え方、いわゆるシビルミニマムに基づくべきである。 

 一方、全亜鉛については、現在いわゆる最大濃度値で規制基準が設定

されているが、生活環境項目での実績がある平均値規制の導入、必要に

応じた暫定排水基準の設定等も検討すべきである。 

 なお、排水規制に関する今後の具体的な検討に当たっては、亜鉛を含

む排出源が工場・事業場のみならず多岐にわたっていることから、排出

源とその寄与率を可能な限り明らかにするとともに、工場・事業場等に

おける排水濃度実態、排水処理技術水準の状況、排水規制による効果等

を踏まえるべきである。併せて、諸外国における排水規制の動向も参考

とすべきである。 
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５ 環境基準に関連する継続的な調査研究の推進 

 

フィールド調査研究のデータについては、直ちに環境基準の設定や見

直し等に活用することは困難であるものの、水生生物保全の水質目標の

設定等をより適切で合理的なものとするためには、フィールド調査研究

のデータについても更なる充実が重要である。 

このため、答申において、「環境省は、他の行政機関、民間事業者を

含め広く関係者の協力を得つつ、今後とも水環境中の汚染物質の水生生

物への影響に関する科学的情報（実環境中における汚染物質の化学形態

や他物質の共存状況等による毒性変化及び水生生物の生息状況を含

む。）の集積を図り、今後の専門委員会の調査・審議に有効に活用され

るよう努める必要がある」とされたことを踏まえ、環境省において関係

者の協力を得つつ、フィールド調査研究を含め、水環境中の汚染物質の

水生生物への影響に関して必要な調査研究を継続的に実施し、その結果

を速やかに公開していく必要がある。 

また、これらの調査研究によって集積された情報及びその解析結果や

国内外の動向を踏まえ、今後、環境基準の設定・見直しや類型あてはめ

の指定・見直し等を行うべきである。 

 

６ おわりに  

 

本報告に記された基本的考え方に基づき、今後、環境省においては水

生生物の保全に係る水質環境基準の運用や環境管理施策の具体化等を

進めるための検討作業を開始されたい。 

 



 6

中央環境審議会水環境部会 水生生物保全小委員会委員名簿 
 

 

委  員    清水 誠  東京大学名誉教授 

 

  〃      藤井絢子  滋賀県環境生活協同組合理事長 

 

  〃   ○村岡浩爾  大阪産業大学人間環境学部教授 

 

臨時委員  池田駿介  東京工業大学理工学研究科教授 

 

  〃    大塚 直  早稲田大学法学部教授 

 

  〃    佐藤 健  日本製紙連合会副会長 

 

  〃    篠原善之  社団法人日本化学工業協会環境安全委員会委員長 

 

  〃    鈴木英夫  三菱マテリアル株式会社顧問 

 

  〃    須藤隆一  東北工業大学環境情報工学科客員教授 

 

  〃      土屋隆夫  前東京都環境局環境科学研究所所長 

 

  〃    福井経一  社団法人日本下水道協会理事長 

 

  〃      真柄泰基  北海道大学大学院特任教授 

 

  〃    松尾友矩  東洋大学学長 

 

  〃    森田昌敏  独立行政法人国立環境研究所統括研究官 

 

  〃    安岡秀憲  社団法人日本鉄鋼連盟 

環境・エネルギー政策委員会副委員長 

 

 

（敬称略、５０音順、○は小委員長） 
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審議経過 

 

平成15年12月 25日 第１回小委員会 

（自由討論） 

・水生生物保全に係る水質環境基準を巡る主な論点につい

て 

・環境基準類型指定及び環境管理施策の現行制度について 

 

平成16年 3月 30日 第２回小委員会 

（自由討論） 

・フィールド調査について 

・諸外国の排水規制制度について 

 

平成16年 5月 21日 第３回小委員会 

（主な議題） 

・小委員会の論点整理について 

 

平成16年 7月 28日 第４回小委員会 

（主な議題） 

・小委員会報告の骨子について 

 

平成16年 8月 27日 第５回小委員会 

（主な議題） 

・小委員会報告について 

 


